
通し
番号

免許番号 漁場の位置 漁場の区域 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期
団体・個
別の別

関係地区 条件

1 共第1,088号 幡多郡大月町芳
ノ沢白鼻からさ
ぎがうどの鼻ま
での地先

点の位置
　基点甲　幡多郡大月町芳ノ沢白鼻県漁場基点第176号
　基点乙　幡多郡大月町芳ノ沢さぎがうどの鼻県漁場基点第159号
　基点丙　幡多郡大月町龍ヶ迫松ケ鼻南ノ鼻小型定置漁場基点
　基点丁　幡多郡大月町龍ヶ迫かごやぶの鼻区画基点
　基点戊　幡多郡大月町龍ヶ迫ひばり小島小型定置漁場基点
　　　　ア　丁から戊を見通した線から右に110度13分の線と戊から丁を見通した線から左に37度32分の線との交点
　　　　イ　丁から戊を見通した線から右に92度24分の線と戊から丁を見通した線から左に42度４分の線との交点
　　　　ウ　丁から戊を見通した線から右に82度７分の線と戊から丁を見通した線から左に40度25分の線との交点
　　　　エ　丙から丁を見通した線から左に11度26分の線と丁から丙を見通した線から右に85度22分の線との交点

　甲から磁針方位311度０分の線及び乙から磁針方位330度０分の線により区切られた海域中甲乙間の最大高潮時の海岸線から沖合400メー
トルの線に至る区域。ただし、次に掲げる区域を除く。
　(ア)　区画漁業権の漁場区域
　(イ)　アイ、イウ及びウエを結ぶ３直線並びにエア間の最大高潮時の海岸線により囲まれた区域

第一種共同
漁業

いせえび漁業
とこぶし漁業
ふのり漁業
のり漁業

9月16日から翌年4月30日まで
4月1日から8月31日まで
3月1日から9月30日まで
1月1日から12月31日まで

団体 宿毛市のうち小筑紫町栄喜　幡
多郡大月町のうち龍ヶ迫及び芳
ノ沢　

なし

2 共第1,093号 宿毛市沖の島町
小島北端から同
市沖の島町弘瀬
芦ノ川まで（北
回り）の地先

点の位置
　基点甲　宿毛市沖の島町小島北端共同漁業権境界基点
　基点乙　宿毛市沖の島町弘瀬芦ノ川共同漁業権境界基点

　甲から磁針方位270度０分の線及び乙から三ツ碆頂上見通線以北の海域中甲乙間並びに三ノ瀬島、黒碆、二並島及び裸島の最大高潮時の
海岸線から沖合400メートルの線に至る区域。ただし、区画漁業権の漁場区域を除く。

第一種共同
漁業

いせえび漁業
とこぶし漁業
さざえ漁業
てんぐさ類漁業
ふのり漁業
のり漁業
とさかのり漁業

9月16日から翌年4月30日まで
4月1日から8月31日まで
4月1日から8月31日まで
3月1日から8月31日まで
3月1日から9月30日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から8月31日まで

団体 宿毛市のうち沖の島町 なし

3 共第1,094号 宿毛市沖の島町
小島北端から同
市沖の島町弘瀬
芦ノ川まで（南
回り）の地先

点の位置
　基点甲　宿毛市沖の島町小島北端共同漁業権境界基点
　基点乙　宿毛市沖の島町弘瀬芦ノ川共同漁業権境界基点

　甲から磁針方位270度０分の線及び乙から三ツ碆頂上見通線以南の海域中甲乙間並びに室碆の最大高潮時の海岸線から沖合400メートル
の線に至る区域。ただし、区画漁業権の漁場区域を除く。

第一種共同
漁業

いせえび漁業
とこぶし漁業
さざえ漁業
てんぐさ類漁業
ふのり漁業
のり漁業
とさかのり漁業

9月16日から翌年4月30日まで
4月1日から8月31日まで
4月1日から8月31日まで
3月1日から8月31日まで
3月1日から9月30日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から8月31日まで

団体 宿毛市のうち沖の島町 なし

4 共第1,095号 宿毛市沖の島町
姫島地先

点の位置
　基点甲　宿毛市沖の島町母島白岩崎宴碆共同漁業権境界基点
　基点乙　宿毛市沖の島町姫島きれたお

　甲から乙を見通した線以南の海域中姫島の最大高潮時の海岸線から沖合400メートルの線に至る区域。ただし、区画漁業権の漁場区域を
除く。

第一種共同
漁業

いせえび漁業
とこぶし漁業
さざえ漁業
てんぐさ類漁業
ふのり漁業
のり漁業
とさかのり漁業

9月16日から翌年4月30日まで
4月1日から8月31日まで
4月1日から8月31日まで
3月1日から8月31日まで
3月1日から9月30日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から8月31日まで

団体 宿毛市のうち沖の島町 なし

5 共第1,096号 宿毛市沖の島町
姫島、つづら
碆、米碆、丸さ
げ、水島、宿毛
碆及びひで碆の
地先

点の位置
　基点甲　宿毛市沖の島町母島白岩崎宴碆共同漁業権境界基点
　基点乙　宿毛市沖の島町姫島きれたお

　甲から乙を見通した線以北の海域中姫島、つづら碆、米碆、丸さげ、水島、宿毛碆及びひで碆の最大高潮時の海岸線から沖合400メート
ルの線に至る区域。ただし、区画漁業権の漁場区域を除く。

第一種共同
漁業

いせえび漁業
とこぶし漁業
てんぐさ類漁業
ふのり漁業
のり漁業
とさかのり漁業

9月16日から翌年4月30日まで
4月1日から8月31日まで
3月1日から8月31日まで
3月1日から9月30日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から8月31日まで

団体 宿毛市のうち沖の島町 なし

6 共第1,097号 宿毛市沖の島町
鵜来島地先

　鵜来島の最大高潮時の海岸線から沖合400メートルの線に至る区域。ただし、区画漁業権の漁場区域を除く。 第一種共同
漁業

いせえび漁業
とこぶし漁業
てんぐさ類漁業
ふのり漁業
のり漁業
とさかのり漁業

9月16日から翌年4月30日まで
4月1日から8月31日まで
3月1日から8月31日まで
3月1日から9月30日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から8月31日まで

団体 宿毛市のうち沖の島町 なし

7 共第2,082号 幡多郡大月町芳
ノ沢白鼻から同
町さぎがうどの
鼻までの地先

点の位置
　基点甲　幡多郡大月町芳ノ沢白鼻県漁場基点第176号
　基点乙　幡多郡大月町芳ノ沢さぎがうどの鼻県漁場基点第159号
　基点丙　幡多郡大月町龍ケ迫松ケ鼻南ノ鼻小型定置漁場基点
　基点丁　幡多郡大月町龍ケ迫かごやぶの鼻区画基点
　基点戊　幡多郡大月町龍ケ迫ひばり小島小型定置漁場基点
　　　　ア　丁から戊を見通した線から右に110度13分の線と戊から丁を見通した線から左に37度32分の線との交点
　　　　イ　丁から戊を見通した線から右に92度24分の線と戊から丁を見通した線から左に42度４分の線との交点
　　　　ウ　丁から戊を見通した線から右に82度７分の線と戊から丁を見通した線から左に40度25分の線との交点
　　　　エ　丙から丁を見通した線から左に11度26分の線と丁から丙を見通した線から右に85度22分の線との交点

　甲から磁針方位311度０分の線及び乙から磁針方位330度０分の線により区切られた海域中甲乙間の最大高潮時の海岸線から沖合1,000
メートルの線に至る区域。ただし、次に掲げる区域を除く。
　(ア)　区画漁業権の漁場区域
　(イ)　アイ、イウ及びウエを結ぶ３直線並びにエア間の最大高潮時の海岸線により囲まれた区域

第二種共同
漁業

いせえび磯建網漁業
いそうお磯建網漁業
雑魚ます網漁業
きびなご刺網漁業
かます敷網漁業
はりめ敷網漁業

9月16日から翌年4月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

団体 宿毛市のうち小筑紫町栄喜　幡
多郡大月町のうち龍ヶ迫及び芳
ノ沢　

火光を利用してはならない。

8 共第2,087号 宿毛市沖の島町
小島北端から同
市沖の島町弘瀬
芦ノ川まで（北
回り）の地先

点の位置
　基点甲　宿毛市沖の島町小島北端共同漁業権境界基点
　基点乙　宿毛市沖の島町弘瀬芦ノ川共同漁業権境界基点

　甲から磁針方位270度０分の線及び乙から三ツ碆頂上見通線以北の海域中甲乙間及び三ノ瀬島、黒碆、二並島及び裸島の最大高潮時の海
岸線から沖合1,000メートルの線に至る区域。ただし、区画漁業権の漁場区域を除く。

第二種共同
漁業

いせえび磯建網漁業
いそうお磯建網漁業
雑魚ます網漁業
きびなご刺網漁業
とんごろ刺網漁業

9月16日から翌年4月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

団体 宿毛市のうち沖の島町 なし

9 共第2,088号 宿毛市沖の島町
小島北端から同
市沖の島町弘瀬
芦ノ川まで（南
回り）の地先

点の位置
　基点甲　宿毛市沖の島町小島北端共同漁業権境界基点
　基点乙　宿毛市沖の島町弘瀬芦ノ川共同漁業権境界基点

　甲から磁針方位270度０分の線及び乙から三ツ碆頂上見通線以南の海域中甲乙間及び室碆の最大高潮時の海岸線から沖合1,000メートル
の線に至る区域。ただし、区画漁業権の漁場区域を除く。

第二種共同
漁業

いせえび磯建網漁業
いそうお磯建網漁業
雑魚ます網漁業
きびなご刺網漁業
とんごろ刺網漁業
かます敷網漁業

9月16日から翌年4月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

団体 宿毛市のうち沖の島町 火光を利用してはならない。

1/3 計画素案



通し
番号

免許番号 漁場の位置 漁場の区域 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期
団体・個
別の別

関係地区 条件

10 共第2,089号 宿毛市沖の島町
姫島地先

点の位置
　基点甲　宿毛市沖の島町母島白岩崎宴碆共同漁業権境界基点
　基点乙　宿毛市沖の島町姫島きれたお

　甲から乙を見通した線以南の海域中姫島の最大高潮時の海岸線から沖合600メートルの線に至る区域。ただし、区画漁業権の漁場区域を
除く。

第二種共同
漁業

いせえび磯建網漁業
いそうお磯建網漁業
雑魚ます網漁業
きびなご刺網漁業
とんごろ刺網漁業
かます敷網漁業

9月16日から翌年4月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

団体 宿毛市のうち沖の島町 火光を利用してはならない。

11 共第2,090号 宿毛市沖の島町
姫島、つづら
碆、米碆、丸さ
げ、水島、宿毛
碆及びひで碆の
地先

点の位置
　基点甲　宿毛市沖の島町母島白岩崎宴碆共同漁業権境界基点
　基点乙　宿毛市沖の島町姫島きれたお

　甲から乙を見通した線以北の海域中姫島、つづら碆、米碆、丸さげ、水島、宿毛碆及びひで碆の最大高潮時の海岸線から沖合600メート
ルの線に至る区域。ただし、区画漁業権の漁場区域を除く。

第二種共同
漁業

いせえび磯建網漁業
いそうお磯建網漁業
雑魚ます網漁業
きびなご刺網漁業
とんごろ刺網漁業
かます刺網漁業

9月16日から翌年4月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

団体 宿毛市のうち沖の島町 なし

12 共第2,091号 宿毛市沖の島町
鵜来島地先

　鵜来島の最大高潮時の海岸線及び同海岸線から沖合600メートルの線により囲まれた区域。ただし、区画漁業権の漁場区域を除く。 第二種共同
漁業

いせえび磯建網漁業
いそうお磯建網漁業
雑魚ます網漁業
きびなご刺網漁業
とんごろ刺網漁業
かます刺網漁業

9月16日から翌年4月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

団体 宿毛市のうち沖の島町 なし

13 共第2,611号 幡多郡大月町
龍ヶ迫白崎沖

点の位置
　基点甲　幡多郡大月町龍ヶ迫白崎県漁場基点第175号
　基点乙　幡多郡大月町龍ヶ迫宮前小型定置漁場基点
　　　　ア　甲から乙を見通した線から左に122度５分の線と乙から甲を見通した線から右に20度38分の線との交点
　　　　イ　甲から乙を見通した線から左に50度５分の線と乙から甲を見通した線から右に57度20分の線との交点

　甲ア、アイ、イ乙及び乙甲の４直線により囲まれた区域　

第二種共同
漁業

いわし、あじ、さば、その他小
型定置漁業

1月1日から12月31日まで 団体 宿毛市のうち小筑紫町栄喜　幡
多郡大月町のうち龍ヶ迫及び芳
ノ沢　

昼夜間の漁具標識を特に明瞭に
すること。

14 共第2,612号 幡多郡大月町
龍ヶ迫巻ノ浦沖

点の位置
　基点甲　幡多郡大月町龍ヶ迫巻ノ浦小型定置漁場基点
　基点乙　幡多郡大月町龍ヶ迫西防波堤小型定置漁場基点
　　　　ア　甲から乙を見通した線から左に63度20分の線と乙から甲を見通した線から右に22度57分の線との交点
　　　　イ　甲から乙を見通した線から左に23度48分の線と乙から甲を見通した線から右に48度32分の線との交点
　　　　ウ　甲から乙を見通した線から右に28度40分の線と最大高潮時の海岸線との交点
　　　　エ　甲から乙を見通した線から右に59度10分の線と最大高潮時の海岸線との交点

　アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線により囲まれた区域　

第二種共同
漁業

いわし、あじ、さば、その他小
型定置漁業

1月1日から12月31日まで 団体 宿毛市のうち小筑紫町栄喜　幡
多郡大月町のうち龍ヶ迫及び芳
ノ沢　

昼夜間の漁具標識を特に明瞭に
すること。

15 共第2,613号 幡多郡大月町
龍ヶ迫黒崎沖

点の位置
　基点甲　幡多郡大月町龍ヶ迫黒崎県漁場基点第173号
　基点乙　幡多郡大月町龍ヶ迫鵜ノ糞碆小型定置漁場基点
　　　　ア　甲から乙を見通した線から左に106度37分の線と乙から甲を見通した線から右に19度35分の線との交点
　　　　イ　甲から乙を見通した線から左に49度40分の線と乙から甲を見通した線から右に52度５分の線との交点
　　　　ウ　甲から乙を見通した線から左に49度40分の線と乙から甲を見通した線から右に99度６分の線との交点

　甲ア、アイ、イウ、ウ乙及び乙甲の５直線により囲まれた区域

第二種共同
漁業

いわし、あじ、さば、その他小
型定置漁業

1月1日から12月31日まで 団体 宿毛市のうち小筑紫町栄喜　幡
多郡大月町のうち龍ヶ迫及び芳
ノ沢　

昼夜間の漁具標識を特に明瞭に
すること。

16 共第2,614号 幡多郡大月町
龍ヶ迫長浜沖

点の位置
　基点甲　幡多郡大月町龍ヶ迫長浜県漁場基点第172号
　基点乙　幡多郡大月町龍ヶ迫墓ノ下小型定置漁場基点
　　　　ア　甲から乙を見通した線から左に71度52分の線と乙から甲を見通した線から右に90度32分の線との交点
　　　　イ　甲から乙を見通した線から左に54度48分の線と乙から甲を見通した線から右に109度50分の線との交点

　甲ア、アイ、イ乙及び乙甲の４直線により囲まれた区域

第二種共同
漁業

いわし、あじ、さば、その他小
型定置漁業

1月1日から12月31日まで 団体 宿毛市のうち小筑紫町栄喜　幡
多郡大月町のうち龍ヶ迫及び芳
ノ沢　

昼夜間の漁具標識を特に明瞭に
すること。

17 共第2,615号 幡多郡大月町
龍ヶ迫ひばり小
島沖

点の位置
　基点甲　幡多郡大月町龍ヶ迫ひばり小島小型定置漁場基点
　基点乙　幡多郡大月町龍ヶ迫くら谷東小型定置漁場基点
　　　　ア　甲から乙を見通した線から左に142度10分の線と乙から甲を見通した線から右に19度10分の線との交点
　　　　イ　甲から乙を見通した線から左に110度10分の線と乙から甲を見通した線から右に37度34分の線との交点
　　　　ウ　甲から乙を見通した線から左に73度20分の線と乙から甲を見通した線から右に19度10分の線との交点

　甲ア、アイ、イウ及びウ甲の４直線により囲まれた区域

第二種共同
漁業

いわし、あじ、さば、その他小
型定置漁業

1月1日から12月31日まで 団体 宿毛市のうち小筑紫町栄喜　幡
多郡大月町のうち龍ヶ迫及び芳
ノ沢　

昼夜間の漁具標識を特に明瞭に
すること。

18 共第2,616号 幡多郡大月町
龍ヶ迫田土沖

点の位置
　基点甲　幡多郡大月町龍ヶ迫タツチ鼻区画基点
　基点乙　幡多郡大月町龍ヶ迫犬戻し区画基点
　基点丙　幡多郡大月町龍ヶ迫タツチ鼻小型定置漁場基点
　　　　ア　甲から乙を見通した線から左に95度40分の線と乙から甲を見通した線から右に24度40分の線との交点
　　　　イ　甲から乙を見通した線から左に62度０分の線と乙から甲を見通した線から右に30度43分の線との交点

　丙ア、アイ、イ甲及び甲丙の４直線により囲まれた区域　

第二種共同
漁業

いわし、あじ、さば、その他小
型定置漁業

1月1日から12月31日まで 団体 宿毛市のうち小筑紫町栄喜　幡
多郡大月町のうち龍ヶ迫及び芳
ノ沢　

昼夜間の漁具標識を特に明瞭に
すること。

19 共第3,129号 宿毛市沖の島町
母島二並島沖

点の位置
　基点甲　宿毛市沖の島町母島鳥帽子崎突端共同漁業権境界基点
　基点乙　宿毛市沖の島町弘瀬芦ノ川共同漁業権境界基点
　　　ア　甲から磁針方位52度０分の線と乙から磁針方位351度０分の線との交点

　アを中心とする半径200メートルの円周内の区域

第三種共同
漁業

ぶり飼付漁業 10月1日から翌年3月31日まで 団体 宿毛市のうち沖の島町 なし

20 共第3,130号 宿毛市沖の島町
弘瀬ハゲ沖

点の位置
　基点甲　宿毛市沖の島町弘瀬ハゲ碆頂点
　基点乙　宿毛市沖の島町弘瀬ウツボ碆頂点
　　　ア　甲から磁針方位158度０分の線と乙から磁針方位138度０分の線との交点

　アを中心とする半径250メートルの円周内の区域

第三種共同
漁業

ぶり飼付漁業 10月1日から翌年3月31日まで 団体 宿毛市のうち沖の島町 なし

2/3 計画素案



通し
番号

免許番号 漁場の位置 漁場の区域 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期
団体・個
別の別

関係地区 条件

21 共第3,131号 宿毛市沖の島町
鵜来島宮ノ鼻沖

点の位置
　基点甲　宿毛市沖の島町鵜来島北東端
　基点乙　宿毛市沖の島町三ノ瀬島頂上
　　　ア　甲から乙を見通した線上甲から900メートルの点

　アを中心とする半径100メートルの円周内の区域

第三種共同
漁業

ぶり飼付漁業 10月1日から翌年3月31日まで 団体 宿毛市のうち沖の島町 なし

22 共第3,805号 幡多郡大月町芳
ノ沢白崎沖

点の位置
　基点甲　幡多郡大月町芳ノ沢網掛碆県漁場基点第175号
　基点乙　幡多郡大月町芳ノ沢県漁場基点第174号
　　　ア　甲から磁針方位294度０分の線と乙から磁針方位267度０分の線との交点

　アを中心とする半径200メートルの円周内の区域

第三種共同
漁業

つきいそ漁業 1月1日から12月31日まで 団体 宿毛市のうち小筑紫町栄喜　幡
多郡大月町のうち龍ヶ迫及び芳
ノ沢　

なし

23 共第3,806号 幡多郡大月町
龍ヶ迫長浜沖

点の位置
　物標甲（右標）　幡多郡大月町龍ヶ迫龍宮碆
　物標乙（中標）　幡多郡大月町龍ヶ迫墓の下県漁場基点第172号
　物標丙（左標）　宿毛市大海長崎鼻灯台

　甲アと乙アとの夾角が97度18分となり、乙アと丙アとの夾角が65度25分となるアを中心とする半径150メートルの円周内の区域

第三種共同
漁業

つきいそ漁業 1月1日から12月31日まで 団体 宿毛市のうち小筑紫町栄喜　幡
多郡大月町のうち龍ヶ迫及び芳
ノ沢　

なし

24 共第3,809号 宿毛市沖の島町
母島外頭碆沖

点の位置
　基点甲　宿毛市沖の島町母島・弘瀬界（沖の島東岸）共同漁業権境界線
　基点乙　宿毛市沖の島町母島鳥帽子崎北端
　　　ア　甲から磁針方位14度０分の線と乙から磁針方位94度０分の線との交点

　アを中心とする半径200メートルの円周内の区域

第三種共同
漁業

つきいそ漁業 1月1日から12月31日まで 団体 宿毛市のうち沖の島町 なし

25 共第3,810号 宿毛市沖の島町
母島母島港前

点の位置
　基点甲　宿毛市沖の島町母島鳥帽子崎北端
　基点乙　宿毛市沖の島町母島白岩崎
　　　ア　甲から磁針方位240度０分の線と乙から磁針方位356度０分の線との交点

　アを中心とする半径200メートルの円周内の区域

第三種共同
漁業

つきいそ漁業 1月1日から12月31日まで 団体 宿毛市のうち沖の島町 なし

26 共第3,811号 宿毛市沖の島町
小島沖

点の位置
　物標甲（右標）　宿毛市沖の島町櫛ヶ鼻灯台
　物標乙（中標）　宿毛市沖の島町小島頂上
　物標丙（左標）　宿毛市沖の島町三ノ瀬島頂上

　甲アと乙アとの夾角が88度48分となり、乙アと丙アとの夾角が103度10分となるアを中心とする半径200メートルの円周内の区域

第三種共同
漁業

つきいそ漁業 1月1日から12月31日まで 団体 宿毛市のうち沖の島町 なし

27 共第3,812号 宿毛市沖の島町
弘瀬むろ碆沖

点の位置
　基点甲　宿毛市沖の島町小島頂上
　基点乙　宿毛市沖の島町母島白岩崎
　　　ア　甲から磁針方位258度０分の線と乙から磁針方位204度０分の線との交点

　アを中心とする半径200メートルの円周内の区域

第三種共同
漁業

つきいそ漁業 1月1日から12月31日まで 団体 宿毛市のうち沖の島町 なし

28 共第3,813号 宿毛市沖の島町
鵜来島宮ノ鼻沖

点の位置
　基点甲　宿毛市沖の島町鵜来島北東端
　基点乙　宿毛市沖の島町姫島頂上
　　　ア　甲から乙を見通した線上甲から900メートルの点

　アを中心とする半径200メートルの円周内の区域

第三種共同
漁業

つきいそ漁業 1月1日から12月31日まで 団体 宿毛市のうち沖の島町 なし

29 共第3,814号 宿毛市沖の島町
鵜来島こいづき
地先

点の位置
　基点甲　宿毛市沖の島町鵜来島北東端
　基点乙　宿毛市沖の島町姫島頂上
　　　ア　甲から乙を見通した線上甲から200メートルの点

　アを中心とする半径100メートルの円周内の区域

第三種共同
漁業

つきいそ漁業 1月1日から12月31日まで 団体 宿毛市のうち沖の島町 なし

3/3 計画素案


